
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

道

路

の

占

用

を

制

限

す

る

区

域

の

指

定

〃

【

公

告

】

○

土

地

改

良

区

清

算

人

の

退

任

届

耕

地

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

落

札

者

等

の

決

定

用

度

課

【

公

安

委

員

会

】

○

公

益

社

団

法

人

被

害

者

サ

ポ

ー

ト

セ

ン

タ

ー

お

県

民

広

報

課

か

や

ま

の

代

表

者

の

変

更

○

指

定

講

習

機

関

の

指

定

の

一

部

改

正

運

転

免

許

課

○

運

転

免

許

取

得

者

等

教

育

の

認

定

の

一

部

改

正

〃

岡

山

県

公

報

令和５年１０月２０日 第１２５４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
六
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
一
般
国
道 

 

二 

路 

線 

名 

三
一
三
号 

三 

道
路
の
区
域 

 
 

 

  

真
庭
市
湯
原
温
泉
字
六
郎
谷
四
〇
三
番
五
地
先

か
ら 

真
庭
市
湯
原
温
泉
字
雪
摺
四
二
五
番
一
地
先
ま

で 真
庭
市
湯
原
温
泉
字
六
郎
谷
四
〇
三
番
五
地
先

か
ら 

真
庭
市
湯
原
温
泉
字
雪
摺
四
二
五
番
一
地
先
ま

で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 
新
旧

別 

九
・
八
～ 

四
三
・
九 

九
・
八
～ 

五
八
・
〇 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

三
四
八
・
〇 

三
四
八
・
〇 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令和５年１０月２０日　岡山県公報　第１２５４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
七
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

一

般

国

道 道

路

の

種

類 

三
一
三
号 

路

線

名 
真
庭
市
湯
原
温
泉
字
六
郎
谷
四
〇
三
番
五
地
先
か
ら 

真
庭
市
湯
原
温
泉
字
雪
摺
四
二
五
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

間 

令
和
五
年

十
月
二
十

日 供
用
開
始

年

月

日 

令和５年１０月２０日　岡山県公報　第１２５４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
八
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
す
る
道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
占
用
を
制
限
す
る
区
域 

二 

占
用
の
制
限
の
対
象
と
す
る
物
件 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
四
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設

に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該

道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡

大
を
防
止
す
る
た
め 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

  

一
般
国
道 

 

道
路
の
種
類 

三
一
三
号 

 

路
線
名 

真
庭
市
湯
原
温
泉
字
六
郎
谷
四
〇
三
番
五
地
先
か
ら 

真
庭
市
湯
原
温
泉
字
雪
摺
四
二
五
番
一
地
先
ま
で 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

令和５年１０月２０日　岡山県公報　第１２５４２号



〔
五
二
一
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
改
良
区
清
算
人
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称 

 
 

大
原
台
地
土
地
改
良
区 

二 

退
任
清
算
人 

 
 

 

退
任
清
算
人
氏
名 

 
 

 

住 
 

所 

 
 

野
々
上 

力 
 

 
 

 

美
作
市
川
上
二
七
八 

令和５年１０月２０日　岡山県公報　第１２５４２号



〔
五
二
二
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

加
賀
郡
吉
備
中
央
町

田
土
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
路
線
測
量
及
び
用
地
測

量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
十
月
十
二
日
か
ら
同

年
十
一
月
三
十
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和５年１０月２０日　岡山県公報　第１２５４２号



〔
五
二
三
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

新
見
市
唐
松
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
Ｕ
Ａ
Ｖ
レ
ー
ザ
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
十
月
四
日
か
ら
同
年

十
二
月
二
十
二
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和５年１０月２０日　岡山県公報　第１２５４２号



〔
五
二
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
中
尾
五
六
〇
―
四 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
中
区
西
川
原
一
丁
目
三
―
四
八
ウ
ィ
ス
テ
リ
ア
一
〇
一 

□
本 

弘
正 

□
本 

歩
実 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
九
三
号 

令和５年１０月２０日　岡山県公報　第１２５４２号



〔
五
二
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
黒
尾
字
窪
田
三
〇
九
―
一
二
、
三
一
二
―
六 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
南
区
植
松
四
六
九
―
一
プ
リ
ム
ロ
ー
ズ
う
え
ま
つ
Ⅱ
二
〇
二
号 

山
口 

堅
也 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
九
二
号 

令和５年１０月２０日　岡山県公報　第１２５４２号



〔
五
二
六
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量 

気
象
観
測
装
置 

三
式 

二 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

岡
山
県
出
納
局
用
度
課 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

三 

落
札
者
を
決
定
し
た
日 

令
和
五
年
八
月
十
八
日 

四 

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所 

株
式
会
社
金
剛
測
機 

岡
山
営
業
所 

岡
山
市
北
区
今
六
―
一
一
―
七 

五 

落
札
金
額 

一
九
、
七
四
五
、
〇
〇
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
、
七
九
五
、
〇
〇
〇
円
） 

六 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続 

一
般
競
争
入
札 

七 

入
札
公
告
日 

令
和
五
年
七
月
七
日 

令和５年１０月２０日　岡山県公報　第１２５４２号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
四
十
八
号

犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
益
社
団
法
人
被
害
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
お
か
や
ま
の
代
表
者
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
十
月
二
十
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

変
更
内
容

１

変
更
前

代
表
者

平
松

敏
男

２

変
更
後

代
表
者

加
藤

裕
司

二

変
更
年
月
日

令
和
五
年
九
月
十
四
日

令和５年１０月２０日　岡山県公報　第１２５４２号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
四
十
九
号

平
成
五
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号
（
指
定
講
習
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

本
則
の
表
二
の
項
中

吉

村

充

司

を

吉

村

清

孝

に
改
め

同
表
六
の
項
中

□

「

」

「

」

、

「

村

忠

道

を

吉

村

充

司

に
改
め

同
表
十
五
の
項
中

吉

村

信

年

を

□

」

「

」

、

「

」

「

村

忠

道
」
に
改
め
、
同
表
二
十
の
項
中
「
吉

村

充

司
」
を
「
水

嶋

浩

二
」
に
改

め
、
同
表
二
十
一
の
項
中
「
吉

村

充

司
」
を
「
吉

村

清

孝
」
に
改
め
る
。

令和５年１０月２０日　岡山県公報　第１２５４２号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
五
十
号

令
和
四
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
三
十
八
号
（
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

本
則
の
表
二
の
項
中
「
吉
村

充
司
」
を
「
吉
村

清
孝
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
□
村

忠

」

「

」

、

「

」

「

」

、

道

を

吉
村

充
司

に
改
め

同
表
十
八
の
項
中

吉
村

信
年

を

□
村

忠
道

に
改
め

同
表
十
九
の
項
中
「
吉
村

充
司
」
を
「
水
嶋

浩
二
」
に
改
め
、
同
表
二
十
一
の
項
中
「
株
式
会
社

岡
山
も
も
た
ろ
う
自
動
車
学
校
」
を
「
株
式
会
社
岡
山
も
も
た
ろ
う
自
動
車
学
校
」
に

「
吉
村

、

充
司
」
を
「
水
嶋

浩
二
」
に
改
め
る
。

令和５年１０月２０日　岡山県公報　第１２５４２号


